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○富山県民会館の利用料金の額について 

平成18年３月31日 

富山県告示第236号 

富山県民会館の利用料金の額について 

富山県民会館条例（昭和39年富山県条例第70号）別表第１の１の表の知事が定める額は、

次のとおりとし、平成18年４月１日から施行する。 

富山県民会館の使用料の額について（昭和58年富山県告示第293号）は、平成18年３月31

日限り、廃止する。 

区分 品名 単位 金額（円） 

楽器 ピアノ フルコンサート（外国製） １台 11,840 

フルコンサート（日本製） １台 6,080 

アップライト １台 1,540 

舞台

設備

及び

道具

類 

反響板 １式 4,960 

オーケストラピット １式 6,060 

指揮者用譜面台 １台 280 

譜面台 １本 110 

譜面用ライト １本 160 

紗
しや

幕 １枚 1,660 

松羽目 １枚 1,980 

竹羽目 １式 2,760 

地がすり １枚 1,660 

バレエシート １式 1,660 

ひもうせん １枚 340 

所作舞台 １式 7,330 

張出舞台 １式 5,340 

演奏用平台 １台 280 

平台 １台 280 

長座布団 １枚 280 

座布団 １枚 110 

金びょうぶ（2.7メートル） 半双 1,540 
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金びょうぶ（2.7メートル） １双 3,080 

金びょうぶ（1.8メートル） 半双 1,100 

映写

設備

及び

視聴

覚機

器 

スクリーン（ホール・304号室用） １張 880 

スクリーン １張 770 

プロジェクター（スクリーン及びビデオテープ・DVD・BD

レコーダー付） 

１式 2,980 

ビデオテープ・DVD・BDレコーダー １台 2,200 

デジタル配信設備セット（カメラ１台付） １式 2,580 

デジタル配信設備セット（カメラ２台付） １式 3,600 

照明

設備 

Aセット ボーダーライト、サスペンションライト、ホリゾ

ントライト、フットライト、シーリングライト及

びサイドライト 

１式 9,430 

Bセット ボーダーライト、シーリングライト及びサイドラ

イト 

１式 4,960 

フットライト １式 1,440 

アッパーホリゾントライト １列 1,320 

ロアーホリゾントライト １列 1,320 

シーリングライト １式 3,080 

ストリップライト １本 280 

クセノンピンスポットライト １台 2,100 

スポットライト（１キロワット） １台 560 

スポットライト（1.5キロワット） １台 660 

特殊効果マシン（ディスク、スパイラル、スライドキャリア、

ITOコントローラー、カラーチェンジャー） 

１台 1,660 

ボーダーライト １列 1,440 

サスペンションライト（10キロワットまで） １式 1,660 

ミラーボール １台 1,440 

スモークマシン １台 1,660 

音響

設備 

拡声装置（マイク付） １式 3,300 

拡声装置（マイク付・会議室展示室用） １式 2,540 
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ダイナミックマイクロフォン １本 730 

コンデンサーマイクロフォン １本 1,050 

ワイヤレスマイクロフォン １チャンネ

ル 

1,570 

ワイヤレスマイクロフォン（会議室展示室用） １チャンネ

ル 

1,370 

赤外線マイク会議システム（マイク20本まで） １式 5,630 

マイクロフォン（赤外線マイク会議システム追加用） １本 310 

エレベータマイク装置（マイクを含まない。） １基 660 

レコードプレーヤー １台 1,660 

テープレコーダー １台 1,660 

CD・MDレコーダー １台 1,660 

その

他 

シャワー室 １室 1,660 

囲碁盤 １面 110 

将棋盤 １面 110 

びょうぶ（茶室用） 半双 560 

かいせき膳 １客 340 

展示用パネル １枚 110 

備考 

１ 利用について特別に電気、ガス又は水を使用した場合には、本館附属設備の利用料

金のほかに、それぞれこれらの実費相当額を徴収することができる。 

２ この表に掲げる金額は利用時間４時間についての額とし、利用時間４時間未満の端

数は４時間として計算する。ただし、展示用パネルについては、利用日１日について

の額とする。 

３ 附属設備（展示用パネルを除く。以下同じ。）の利用料金は、当該附属設備を利用

した日１日ごとに算定するものとし、当該附属設備の利用時間が利用日１日につき12

時間を超える場合は、当該利用時間を12時間として当該利用料金を算定するものとす

る。 

改正文（平成26年告示第142号）抄 

平成26年４月１日から施行する。 
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改正文（平成26年告示第410号）抄 

公表の日から施行する。 

改正文（平成31年告示第141号）抄 

公表の日から施行する。 

改正文（平成31年告示第164号）抄 

平成31年10月１日から施行する。 

改正文（令和３年告示第３号）抄 

令和３年１月19日から施行する。 

改正文（令和３年告示第152号）抄 

公表の日から施行する。 

改正文（令和６年告示第166号）抄 

令和６年４月１日から施行する。 

 


